
資料４

（単位：円）

階層 ３歳未満児 ３歳以上児

Ａ 0 0

Ｂ 0 0

2,700 1,800
(500) (300)
3,700 2,300

(1,000) (700)
4,200 2,700

(1,300) (900)
7,000 4,800

(2,700) (1,300)
8,900 6,000

(3,600) (2,200)
10,600 6,900
(4,500) (2,600)
14,500 8,100
(6,400) (3,200)
17,200 9,500
(8,000) (3,900)
20,200 10,700
(9,300) (4,500)
26,800 11,700

(12,600) (5,000)
29,200 13,000

(13,900) (5,700)
32,600 14,100

(15,600) (6,200)
35,000 15,600

(16,900) (7,000)
36,400 17,000

(17,700) (7,900)
38,800 18,300

(19,000) (8,500)
40,800 19,700

(20,200) (9,300)
42,500 21,000

(21,500) (10,000)
44,800 22,100

(22,600) (10,600)
46,500 23,200

(23,500) (11,100)
49,500 25,000

(23,700) (11,500)
49,500 25,000

(23,700) (11,500)
49,500 25,000

(23,700) (11,500)
49,500 25,000

(23,700) (11,500)

備考
（注１）
（注２）

（注３）

（4） 『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除』

☆同一世帯から幼稚園・認定こども園･障害児関係施設に入所･入園している児童がいる場合、保育料算定のため、在園証明書の提出
が必要となります。保育･幼稚園係に備えてありますので、該当される場合は申し出てください。
　（対象となる障害児関係施設については、保育･幼稚園係へご確認ください。）

（1） 『寄附金控除』（国及び地方公共団体に対する寄附金）
（2） 『配当控除』
（3） 『外国税額控除』

20 359,550円～

「３歳 未満」「３歳 以上」の年齢区分は入所した日の属する年度の初日の前日における満年齢によるものとします。
同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、障害児関係施設に入所、入園している場合、保育所に入所してい
る第2子の保育料は（　）内の金額とし、第3子以降の保育料は0円とします。
Ｃ１階層における「均等割額」とは、地方税法に規定する均等割の額をいい、Ｃ２・Ｃ３階層における「所得割課税額」とは、所得割
（下記(1)～(4)の規定は適用しない）の額をいいます。なお、『天災』による市民税の減免があった場合には、その額を均等割又は所
得割課税額から順次控除して得た額とします。

17 282,750円～303,450円未満

18 303,450円～325,950円未満

19 325,950円～359,550円未満

14 248,250円～258,450円未満

15 258,450円～269,550円未満

16 269,550円～282,750円未満

11 198,000円～214,200円未満

12 214,200円～231,600円未満

13 231,600円～248,250円未満

8 139,800円～164,100円未満

9 164,100円～181,200円未満

10 181,200円～198,000円未満

5 83,400円～95,400円未満

6 95,400円～117,000円未満

7 117,000円～139,800円未満

Ｄ

Ａ階層を除き、市
民税所得割額が
46,800円以上の
世帯で右記の区
分に該当する世
帯

第 １
階層

所得割課税額が46,800円以上51,000円未満の世帯

2 51,000円～60,600円未満

3 60,600円～71,400円未満

4 71,400円～83,400円未満

Ｃ

Ａ階層及びＢ階
層を除き、住民税
が46,800円未満
の世帯で右記の
区分に該当する
世帯

第 １
階層

前年度分市民税の課税額が均等割額のみの世帯

2 前年度分市民税の所得割課税額が7,000円未満の世帯

3 前年度分市民税の所得割課税額が7,000円以上の世帯

保育料基準額表 （住民税ベース）

各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分 保育料 （月額）

市民税等による定義
生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支
援に関する法律による支援給付受給世帯

Ａ階層を除き、市民税が非課税で、かつ、前年度分の市民税が非課税の世帯
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